
陶磁器生産量日本一を誇る土岐市
土岐市内において、ゴールデンウィークに各組合・各

団体にて陶器のお祭りが盛大に開催されました。
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議会新体制スタート
５月８日に第２回臨時会が開催され、各委員などが選出されました。議会構成は次のとおりです。

議 長 あ い さ つ

市民の皆様には、平素より、市議会に対しまして、温かいご理解とご支援を賜り、心より厚く御礼
申し上げます。
このたび、５月臨時会において議長の重責を担うこととなり、その責任の重さを痛感し、身の引き

締まる思いであります。また、委員会は新たな構成員となり、心機一転して議会の果たすべき役割を
十分認識し、開かれた議会、信頼される議会として活動して参ります。議長として、公正かつ円滑な
議会運営に努めると共に、本市の発展と市民福祉の向上に最善の努力を尽くして参りますので、皆様
方の一層のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
� 議　長　西尾　隆久

土岐市部設置条例の改正により、常任委員会の構成、名称が変更されました。各常任委員会で審査する
事項は、次のように分かれています。議案は、所管事項ごとに各常任委員会で審査されます。

名　称 所管事項 定　数

総 務 常 任 委 員 会
市長公室、総務部、産業文化部、建設水道部、会計課、消防本部、
民生常任委員会の所管に属さない事項

９人

民 生 常 任 委 員 会 市民生活部、健康福祉部、地域振興部、教育委員会 ９人

常任委員会で審査する所管事項

　　　　第２回臨時会報告令和6年

議長 西尾　隆久監査委員 水石　玲子 副議長 後藤　正樹
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正　副　議　長� 議　　長　　　西尾　隆久

� 副 議 長　　　後藤　正樹

� 監査委員　　　水石　玲子

委 員 会 構 成 等　◎委員長　○副委員長

� ◎杉浦　司美　〇大久保一夫　　塚本　俊一　　加藤　淳一

� 　鈴木　正義　　北谷　峰二　　水石　玲子　　安藤　　学

　　　　　　┬� ◎水野　哲男　〇渡邉　　豪　　塚本　俊一　　小栗　恒雄

　　　　　　│� 　鈴木　正義　　後藤　正樹　　大久保一夫　　安藤　勝彦

　　　　　　│� 　伊藤　公男

　　　　　　│
　　　　　　└� ◎加藤　淳一　〇木股　英明　　西尾　隆久　　杉浦　司美

� 　北谷　峰二　　水石　玲子　　小関　篤司　　安藤　　学

� 　山内　　健

　　　　　　┬� ◎安藤　　学　〇山内　　健　　塚本　俊一　　小栗　恒雄

　　　　　　│� 　杉浦　司美　　加藤　淳一　　水石　玲子　　後藤　正樹

　　　　　　│� 　木股　英明

　　　　　　│
　　　　　　└� ◎北谷　峰二　〇安藤　勝彦　　西尾　隆久　　鈴木　正義

� 　水野　哲男　　小関　篤司　　大久保一夫　　渡邉　　豪

� 　伊藤　公男

　　　　　　　　　　　東濃中部病院事務組合　　　　西尾　隆久　　北谷　峰二　　水石　玲子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　　学　　木股　英明

　　　　　　　　　　　東濃西部広域行政事務組合　　西尾　隆久　　加藤　淳一　　水野　哲男

　　　　　　　　　　　土岐川防災ダム一部事務組合　西尾　隆久

　　　　　　　　　　　

　（土岐津）安藤　　学　　（下石）伊藤　公男　　（妻木）加藤　淳一　　（濃南）水野　哲男

　（駄　知）塚本　俊一　　（肥田）水石　玲子　　（　泉　）山内　　健

議会運営委員会

常任委員会 総 務 常 任 委 員 会

民 生 常 任 委 員 会

特別委員会 議会改革特別委員会

広報広聴特別委員会

組 合 等 議 員

議 員 団 長

議 会 構 成
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○…賛成　×…反対　－…棄権

議案番号 議　案　名 議案の主な内容 議案番号 議決結果
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議題31号 令和６年度土岐市一般会計補正予算（第1号） 補正額　661,281千円 議題31号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　
　
　
　
　
　
　
長

○

議題32号 土岐市固定資産評価員の選任同意について 土岐市固定資産評価員に森誠治氏を選任した
いので、議会の同意を求めるもの。 議題32号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題33号
専決処分の報告及び承認について
専第1号　土岐市税条例の一部を改正する条例につい
て

地方税法等の一部を改正する法律（令和6年
法律第4号）が令和6年3月30日に公布され、
その一部が同年4月1日に施行されたことに
伴い、所得税・個人住民税の定額減税の規定
等を追加等するため、所要の改正を行ったも
の。

議題33号 原案承認
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題34号
専決処分の報告及び承認について
専第2号　土岐市都市計画税条例の一部を改正する条
例について

地方税法等の一部を改正する法律（令和6年
法律第4号）が令和6年3月30日に公布され、
同年4月1日に施行されたことに伴い、項ず
れが生じたため、所要の改正を行ったもの。

議題34号 原案承認
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題35号

専決処分の報告及び承認について
専第3号　土岐市地方活力向上地域における固定資産
税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改
正する条例について

地域再生法（平成17年法律第24号）第17条
の6の地方公共団体等を定める省令（平成27
年総務省令第73号）の一部を改正する省令
が令和6年3月30日に公布され、同年4月1日
に施行されたことに伴い、不均一課税の適用
期間を2年間延長したもの。

議題35号 原案承認
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題36号 専決処分の報告及び承認について
専第4号　令和5年度土岐市一般会計補正予算（第8号） 補正額　112,807千円 議題36号 原案承認

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題37号
専決処分の報告及び承認について
専第5号　令和5年度土岐市駐車場事業特別会計補正
予算（第1号）

補正額　17,836千円 議題37号 原案承認
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第38号 土岐市監査委員の選任同意について 土岐市監査委員に水石玲子議員を選任したい
ので、議会の同意を求めるもの。 議第38号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 除斥 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第1回定例会には下記のとおり議案が上程され、委員会付託された議案については各委員会で3月14日・
15日・18日・19日に審議されました。上程された議案の賛否状況及び議決結果は下記のとおりです。

○…賛成　×…反対　－…棄権

議案番号 議　案　名 議案の主な内容 議案番号 議決結果
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議第1号 令和6年度土岐市一般会計予算 総　額� 25,526,000千円 議第1号 原案可決
（賛成多数） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議　
　
　
　
長

－

議第2号 令和6年度土岐市国民健康保険特別会計予算 総　額� 5,240,859千円 議第2号 原案可決
（賛成多数） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第3号 令和6年度土岐市駐車場事業特別会計予算 総　額� 56,039千円 議第3号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2024年6月15日
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令和６年 第２回臨時会報告

議案番号 議　案　名 議案の主な内容 議案番号 議決結果
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議題31号 令和６年度土岐市一般会計補正予算（第1号） 補正額　661,281千円 議題31号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　
　
　
　
　
　
　
長

○

議題32号 土岐市固定資産評価員の選任同意について 土岐市固定資産評価員に森誠治氏を選任した
いので、議会の同意を求めるもの。 議題32号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題33号
専決処分の報告及び承認について
専第1号　土岐市税条例の一部を改正する条例につい
て

地方税法等の一部を改正する法律（令和6年
法律第4号）が令和6年3月30日に公布され、
その一部が同年4月1日に施行されたことに
伴い、所得税・個人住民税の定額減税の規定
等を追加等するため、所要の改正を行ったも
の。

議題33号 原案承認
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題34号
専決処分の報告及び承認について
専第2号　土岐市都市計画税条例の一部を改正する条
例について

地方税法等の一部を改正する法律（令和6年
法律第4号）が令和6年3月30日に公布され、
同年4月1日に施行されたことに伴い、項ず
れが生じたため、所要の改正を行ったもの。

議題34号 原案承認
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題35号

専決処分の報告及び承認について
専第3号　土岐市地方活力向上地域における固定資産
税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改
正する条例について

地域再生法（平成17年法律第24号）第17条
の6の地方公共団体等を定める省令（平成27
年総務省令第73号）の一部を改正する省令
が令和6年3月30日に公布され、同年4月1日
に施行されたことに伴い、不均一課税の適用
期間を2年間延長したもの。

議題35号 原案承認
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題36号 専決処分の報告及び承認について
専第4号　令和5年度土岐市一般会計補正予算（第8号） 補正額　112,807千円 議題36号 原案承認

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議題37号
専決処分の報告及び承認について
専第5号　令和5年度土岐市駐車場事業特別会計補正
予算（第1号）

補正額　17,836千円 議題37号 原案承認
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第38号 土岐市監査委員の選任同意について 土岐市監査委員に水石玲子議員を選任したい
ので、議会の同意を求めるもの。 議第38号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 除斥 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※議第38号は水石玲子議員に関わる議案のため、同議員を採決には含めない。（除斥）　

　　　　 第１回定例会報告令和6年

議案番号 議　案　名 議案の主な内容 議案番号 議決結果
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議第1号 令和6年度土岐市一般会計予算 総　額� 25,526,000千円 議第1号 原案可決
（賛成多数） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議　
　
　
　
長

－

議第2号 令和6年度土岐市国民健康保険特別会計予算 総　額� 5,240,859千円 議第2号 原案可決
（賛成多数） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第3号 令和6年度土岐市駐車場事業特別会計予算 総　額� 56,039千円 議第3号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5

土 岐 市 議 会 だ よ り



議案番号 議　案　名 議案の主な内容 議案番号 議決結果
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議第4号 令和6年度土岐市介護保険特別会計予算 総　額� 6,223,465千円 議第4号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　
　
　
　
　
　
　
長

○

議第5号 令和6年度土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予
算 総　額� 41,833千円 議第5号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第6号 令和6年度土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会
特別会計予算 総　額� 6,262千円 議第6号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第7号 令和6年度土岐市後期高齢者医療特別会計予算 総　額� 1,038,076千円 議第7号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○

議第8号 令和6年度土岐市病院事業会計予算 収　入� 1,690,628千円
支　出� 1,926,203千円 議第8号 原案可決

（賛成多数） 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × －

議第9号 令和6年度土岐市水道事業会計予算 収　入� 2,385,131千円
支　出� 2,689,282千円 議第9号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第10号 令和6年度土岐市下水道事業会計予算 収　入� 2,487,787千円
支　出� 3,117,161千円 議第10号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第11号 令和5年度土岐市一般会計補正予算（第6号） 補正額� 264,513千円 議第11号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第12号 令和5年度土岐市一般会計補正予算（第7号） 補正額� 582,765千円 議第12号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

議第13号 令和5年度土岐市国民健康保険特別会計補正予算
（第2号） 補正額� 292千円 議第13号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第14号 令和5年度土岐市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第2号） 補正額� 4,827千円 議第14号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第15号 令和5年度土岐市病院事業会計補正予算（第3号） 補正額� 219,408千円 議第15号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

議第16号 令和5年度土岐市水道事業会計補正予算（第2号） 補正額� 198,767千円 議第16号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第17号
土岐市行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に
関する条例の一部を改正する条例について

行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律等の一部改正
に伴い、個人番号の情報連携に係る規定を見
直す等のため、所要の改正をするもの。

議第17号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第18号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例について

地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用
職員に勤勉手当を支給する等のため、関係条
例について所要の改正をするもの。

議第18号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第19号 土岐市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条
例について

災害応急作業等に従事した職員に、特殊勤務
手当（災害応急作業等手当）を支給するため、
所要の改正をするもの。支給額1,080円／日

議第19号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第20号 土岐市手数料徴収条例の一部を改正する条例について

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の
一部改正に伴い、戸籍法に係る手数料を徴収
する事務及び金額を定める等のため、所要の
改正をするもの。

議第20号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第21号 土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例につい
て

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保
険料の軽減判定所得の見直し等をするため、
所要の改正をするもの。

議第21号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2024年6月15日
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議第4号 令和6年度土岐市介護保険特別会計予算 総　額� 6,223,465千円 議第4号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　
　
　
　
　
　
　
長

○

議第5号 令和6年度土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予
算 総　額� 41,833千円 議第5号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第6号 令和6年度土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会
特別会計予算 総　額� 6,262千円 議第6号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第7号 令和6年度土岐市後期高齢者医療特別会計予算 総　額� 1,038,076千円 議第7号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○

議第8号 令和6年度土岐市病院事業会計予算 収　入� 1,690,628千円
支　出� 1,926,203千円 議第8号 原案可決

（賛成多数） 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × －

議第9号 令和6年度土岐市水道事業会計予算 収　入� 2,385,131千円
支　出� 2,689,282千円 議第9号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第10号 令和6年度土岐市下水道事業会計予算 収　入� 2,487,787千円
支　出� 3,117,161千円 議第10号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第11号 令和5年度土岐市一般会計補正予算（第6号） 補正額� 264,513千円 議第11号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第12号 令和5年度土岐市一般会計補正予算（第7号） 補正額� 582,765千円 議第12号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

議第13号 令和5年度土岐市国民健康保険特別会計補正予算
（第2号） 補正額� 292千円 議第13号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第14号 令和5年度土岐市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第2号） 補正額� 4,827千円 議第14号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第15号 令和5年度土岐市病院事業会計補正予算（第3号） 補正額� 219,408千円 議第15号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

議第16号 令和5年度土岐市水道事業会計補正予算（第2号） 補正額� 198,767千円 議第16号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第17号
土岐市行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に
関する条例の一部を改正する条例について

行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律等の一部改正
に伴い、個人番号の情報連携に係る規定を見
直す等のため、所要の改正をするもの。

議第17号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第18号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例について

地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用
職員に勤勉手当を支給する等のため、関係条
例について所要の改正をするもの。

議第18号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第19号 土岐市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条
例について

災害応急作業等に従事した職員に、特殊勤務
手当（災害応急作業等手当）を支給するため、
所要の改正をするもの。支給額1,080円／日

議第19号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第20号 土岐市手数料徴収条例の一部を改正する条例について

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の
一部改正に伴い、戸籍法に係る手数料を徴収
する事務及び金額を定める等のため、所要の
改正をするもの。

議第20号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第21号 土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例につい
て

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保
険料の軽減判定所得の見直し等をするため、
所要の改正をするもの。

議第21号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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議第22号
土岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営
に関する基準等の一部改正に伴い、施設の重
要事項の書面掲示の義務付けの見直し等をす
るため、所要の改正をするもの。

議第22号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　
　
　
　
　
　
　
長

○

議第23号 土岐市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額等
を定める条例の一部を改正する条例について

土岐市保育園条例の廃止に伴い、保育園に関
する規定を削除するため、所要の改正をする
もの。

議第23号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第24号 土岐市介護保険条例の一部を改正する条例について

土岐市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業
計画に基づく介護保険料の改定及び介護保険
法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をす
るもの。

議第24号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第25号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関
する基準等の一部を改正する省令等の施行に伴う関係
条例の整理に関する条例について

省令の一部改正に伴い、介護サービスに係る
基準が見直されたため、関係条例について所
要の改正をするもの。

議第25号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第26号 土岐市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する
条例について

非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定
める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員
等の補償基礎額を改正するもの。

議第26号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第27号 土岐市水道事業給水条例の一部を改正する条例につい
て

水道法の一部改正により水道事業の所管省が
変更されるため、所要の改正をするもの。 議第27号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第28号 土岐市病院事業実施施設の指定管理者の指定の期間の
延長について

土岐市立総合病院、土岐市国民健康保険駄知
診療所、土岐市老人保健施設やすらぎ、土岐
市訪問看護ステーションときめきの指定管理
者の指定の期間を延長するもの。

議第28号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

諮第1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めること
について

人権擁護委員に大島珠美氏を推薦したいので、
議会の意見を求めるもの。 諮第1号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めること
について

人権擁護委員に水野和代氏を推薦したいので、
議会の意見を求めるもの。 諮第2号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第29号 土岐市税条例の一部を改正する条例について
地方税法等の一部改正に伴い、令和6年能登
半島地震災害に係る雑損控除額等の特例を追
加等するため、所要の改正をするもの。

議第29号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第30号 土岐市教育長の任命同意について 土岐市教育長に長谷川広和氏を任命したいの
で、議会の同意を求めるもの。 議第30号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5請願
第1号 18歳までの医療費助成制度拡充を求める請願 令和5年第5回定例会において継続審査とな

った案件。
5請願
第1号

一部採択
（賛成多数） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

5請願
第2号 小・中学校給食費無償化を求める請願 令和5年第5回定例会において継続審査とな

った案件。
5請願
第2号

不採択
（賛成多数） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

議員提出
第1号 土岐市議会委員会条例の一部を改正する条例について 土岐市部設置条例の改正に伴い、常任委員会

の構成、名称を改正するもの。
議員提出
第1号

原案可決
（全会一致）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2024年6月15日
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※小関議員は2月28日の本会議を欠席したため、議第11号および議第20号の採決に加わっていません。
※5請願第1号は請願項目の「外来・入院とも子どもの医療費無料制度を中学校卒業時から18歳年度末まで拡充してください。」
の部分については、採択とする一部採択となりました。
※5請願第1号は委員長報告【一部採択】に対する賛否を表しています。
※5請願第2号は委員長報告【不採択】に対する賛否を表しています。

議案番号 議　案　名 議案の主な内容 議案番号 議決結果

伊
藤　

公
男

安
藤　

勝
彦

渡
邉　
　

豪

木
股　

英
明

大
久
保
一
夫

山
内　
　

健

後
藤　

正
樹

安
藤　
　

学

小
関　

篤
司

水
石　

玲
子

水
野　

哲
男

北
谷　

峰
二

鈴
木　

正
義

加
藤　

淳
一

杉
浦　

司
美

小
栗　

恒
雄

西
尾　

隆
久

塚
本　

俊
一

議第22号
土岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営
に関する基準等の一部改正に伴い、施設の重
要事項の書面掲示の義務付けの見直し等をす
るため、所要の改正をするもの。

議第22号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　
　
　
　
　
　
　
長

○

議第23号 土岐市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額等
を定める条例の一部を改正する条例について

土岐市保育園条例の廃止に伴い、保育園に関
する規定を削除するため、所要の改正をする
もの。

議第23号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第24号 土岐市介護保険条例の一部を改正する条例について

土岐市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業
計画に基づく介護保険料の改定及び介護保険
法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をす
るもの。

議第24号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第25号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関
する基準等の一部を改正する省令等の施行に伴う関係
条例の整理に関する条例について

省令の一部改正に伴い、介護サービスに係る
基準が見直されたため、関係条例について所
要の改正をするもの。

議第25号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第26号 土岐市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する
条例について

非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定
める政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員
等の補償基礎額を改正するもの。

議第26号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第27号 土岐市水道事業給水条例の一部を改正する条例につい
て

水道法の一部改正により水道事業の所管省が
変更されるため、所要の改正をするもの。 議第27号 原案可決

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第28号 土岐市病院事業実施施設の指定管理者の指定の期間の
延長について

土岐市立総合病院、土岐市国民健康保険駄知
診療所、土岐市老人保健施設やすらぎ、土岐
市訪問看護ステーションときめきの指定管理
者の指定の期間を延長するもの。

議第28号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

諮第1号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めること
について

人権擁護委員に大島珠美氏を推薦したいので、
議会の意見を求めるもの。 諮第1号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めること
について

人権擁護委員に水野和代氏を推薦したいので、
議会の意見を求めるもの。 諮第2号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第29号 土岐市税条例の一部を改正する条例について
地方税法等の一部改正に伴い、令和6年能登
半島地震災害に係る雑損控除額等の特例を追
加等するため、所要の改正をするもの。

議第29号 原案可決
（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第30号 土岐市教育長の任命同意について 土岐市教育長に長谷川広和氏を任命したいの
で、議会の同意を求めるもの。 議第30号 原案同意

（全会一致） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5請願
第1号 18歳までの医療費助成制度拡充を求める請願 令和5年第5回定例会において継続審査とな

った案件。
5請願
第1号

一部採択
（賛成多数） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

5請願
第2号 小・中学校給食費無償化を求める請願 令和5年第5回定例会において継続審査とな

った案件。
5請願
第2号

不採択
（賛成多数） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × ×

議員提出
第1号 土岐市議会委員会条例の一部を改正する条例について 土岐市部設置条例の改正に伴い、常任委員会

の構成、名称を改正するもの。
議員提出
第1号

原案可決
（全会一致）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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委員会報告（文教厚生委員会）
2024年6月15日
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令和６年度土岐市一般会計予算　所管部分
　　　徴収員報酬について、何名の徴収員を雇用しているのか。
　　　会計年度任用職員2名を雇用し、徴収業務を行っている。
　　　平和記念碑（仮称）整備事業について、どこに設置するのか。
　　　斎苑美しが峰の敷地内に設置する予定である。
　　　保育士等新規職員を10人採用する予定とのことであるが、正規職員が担任を受け持つ体制が整わない状

況をどのように考えているのか。
　　　自身のライフスタイルに合った働き方を理由とし、子育て中で会計年度任用職員を選択しているスキル

のある職員もおり、子育て世代の雇用の確保も子育て支援と捉えている。正規・非正規との組み合わせ
でマンパワーを最大限に有効活用していくとともに、年齢制限を緩和するなど、引き続き正規職員の採
用に努める。

　　　放課後教室について、利用者が増加しているとのことであるが、職員体制に問題はないのか。
　　　常勤の指導員が1名減となるが、支援員を配置することにより職員体制に問題はない。
　　　地域猫不妊去勢手術支援事業補助金の内訳は。
　　　雄猫は、1匹7,000円で28匹、雌猫は、1匹8,000円で38匹の補助を予定している。
　　　病院事業会計繰出金の内、経営基盤強化交付金が増額となった要因及び見解は。
　　　新型コロナの影響による受診控え等の要因により入院外来とも患者数が減っているため大変厳しい経営

状況である。市民の医療提供体制を確保するため、基盤安定のための資金を投入しなければならない状
況である。

　　　部活動地域移行事業について、補助金の内訳は。
　　　基本活動費が1団体あたり年間36,000円、指導者報酬として1人あたり年間36,000円、備品購入で

30,000円を上限に支給する。
　　　文化財保存活用拠点（仮称）整備事業につ

いて、入館料の設定やランニングコスト、
採算性についてどのように考えているのか。

　　　新博物館は、シビックプライド、アイデン
ティティの醸成、関係人口の創出拡大を目
的として建設するものであり、採算性を重
視するものではない。入館料の設定は、条
例制定の際などに検討していく。

　　　移動図書館実施事業の概要は。
　　　図書館から離れた地域での読書活動推進の活性化のため、500冊程度の本を積載できる軽自動車を11月

頃を目途に導入する。
　　　学校施設開放事業のスマートロック設置について、どのような運用になるのか。
　　　学校に備え付けのキーボックスをスマートフォン等で操作し、体育館を開錠する鍵の出し入れをする。
　　　奨学金支給事業について、前年度から減額となっているが、募集人数を減らすのか。
　　　過去5年間の実績を考慮したもので、募集人数を減らすものではない。
　　　文化財保存活用拠点（仮称）整備事業について、費用対効果を含め見えてこないものが多く、21億円と

いう多額の事業をこのまま進めていいのか危惧している。また、保育士等の働きやすい環境を早期に実
現すべきであり、この予算に反対する。

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

討論

▲新博物館完成イメージ
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令和６年度土岐市国民健康保険特別会計予算について
　　　非保険者数をどのように見込んでいるのか。
　　　9,282人で見込んでいる。
　　　1人あたりの保険料はどのようになるのか。
　　　1人あたりの保険料は103,903円。前年度比5.2％の上昇を見込んでいる。
　　　保険料上昇の要因は。
　　　1人あたりの医療給付費の増加と令和11年の県内保険料統一時に保険料の急激な上昇を抑えるため段階

的な保険料上昇が必要となるため。
　　　基金を大胆に使って保険料を抑制する考えはないのか。
　　　将来起こり得る災害による保険料の減免等に備え、ある程度確保する必要があるが、令和11年の県内保

険料統一までに計画的に基金を取り崩していきたい。
　　　出産育児一時金は何件予定しているのか。
　　　30件予定している。
　　　葬祭費は何件予定しているのか。
　　　110件を予定している。
　　　物価高騰等による市民の生活状況を見るともう少し大胆に基金を活用して、保険料を抑制するべきであ

り、この予算に反対する。

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

討論

令和6年度土岐市介護保険特別会計予算について
　　　第一号被保険者数をどのように見込んでいるのか。
　　　前年度比297人減の17,842人で見込んでいる。
　　　要介護認定者数をどのように見込んでいるのか。
　　　3,153人を見込んでいる。
　　　基金から繰り入れることによって基金残高はどれくらいになるのか。
　　　約1億5千万円繰り入れることによって残高は7億9千万円程度となる。

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

令和6年度土岐市後期高齢者医療特別会計予算について
　　　被保険者数はどのように見込んでいるのか。
　　　10,734人で見込んでいる。
　　　1人あたりの保険料はどのようになるのか。
　　　1人あたりの保険料は78,863円を見込んでいる。

質疑

答弁

質疑

答弁

令和6年度土岐市病院事業会計予算について
　　　総合病院の医師・看護師の確保の見通しは。
　　　指定管理者からの令和6年度計画書では、常勤医師が29.5人、非常勤医師が12人。看護師は、正規職員

116人、非常勤職員10.7人となっている。
　　　1日あたりの入院外来患者数はどれくらいで見込んでいるのか。
　　　入院患者数は、106.6人。外来患者数は224.4人と計画している。
　　　老人保健施設やすらぎの一日あたりの利用者数はどれくらいで見込んでいるのか。
　　　入所者数は短期入所を含め30人、通所リハビリテーションが12.9人と計画している。

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁
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令和5年度土岐市一般会計補正予算（第7号）中、所管部分について
　　　肥田中学校外壁改修工事について、工事期間中の生徒への影響は。
　　　騒音や採光に影響がある工事もあるので、生徒への影響が最小限となるよう配慮して工事を行いたい。
質疑

答弁

土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例について
　　　後期高齢者支援金等賦課限度額の引き上げにより影響を受ける世帯は。
　　　99世帯が対象となると見込んでいる。
　　　2割軽減、5割軽減の引き上げにより影響を受ける世帯は何世帯か。
　　　2割軽減18世帯、5割軽減18世帯の合計36世帯を見込んでいる。

質疑

答弁

質疑

答弁

土岐市介護保険条例の一部を改正する条例について
　　　今回の改定で保険料の標準月額はどのようになるのか。
　　　標準月額は、6,200円から5,700円となる。
　　　所得階層を11段階から13段階に増やすが、どのように階層を設定するのか。
　　　国の基準に合わせて、合計所得金額が520万円以上の高所得者の階層を2段階増やすものである。

質疑

答弁

質疑

答弁

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等
の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について
　　　「やむを得ないときに限り身体拘束を行う時の記録を義務付ける」とあるが、どのように記録するのか。
　　　国から様式が示されており規則で定める。
質疑

答弁

18歳までの医療費助成制度拡充を求める請願について
　　　市長が令和7年度から18歳までの医療費助成制度拡充を表明したので、この請願を採択して後押しすべ

きである。さらに、岐阜県に意見書を提出し、支援を広げることも重要であり採択したい。
　　　請願項目のうち、制度拡充については、市長が、令和7年度から実施すると表明したため、議会として

もできる限り協力すべきであり、採択とするが、岐阜県への意見書の提出については、国の責任におい
て全国一律の制度を創設する必要があるとして土岐市議会が国へ意見書を提出したこととの整合性を欠
くと思われるため不採択とする。

　　　岐阜県は、未就学児までしか財政支援を行っていない。県下各市町村の努力によって医療費助成の拡充
に取り組んでいるが、県が支援をすることが求められるため、請願全体を採択すべきであり、一部採択
に反対する。

意見

意見

討論

　　　駄知診療所の診療日は週2日となっているが、以前のような体制とすることはできないのか。
　　　1日あたりの患者数は9人で見込んでいる。通院患者に迷惑がかからないように必要なニーズに応じて医

療提供していきたい。
　　　駄知診療所の診療体制が縮小している。自治会から請願が出され議会も採択している。地元の意見をし

っかり聞き、方針を変えるべきであり、この予算に反対する。

質疑

答弁

討論



委員会報告（総務産業建水委員会）

13

土 岐 市 議 会 だ よ り

令和6年度土岐市一般会計予算　所管部分
　　　市制施行70周年記念事業について、予算化した事業にはどのようなものがあるのか。
　　　60周年記念事業で実施した未来レターの発送、ＰＲ用横断幕・のぼりの作成、動画や市勢要覧の作成、

市民団体主催の冠事業への支援等である。
　　　令和8年度が始期の第七次総合計画策定のスケジュールは。
　　　令和6年度に市の基礎調査や市民ニーズを把握し、基本構想を策定し、令和7年度に実施計画を策定する

予定である。
　　　ふるさと応援寄附金について、中間業者等への経費がかなりかかっているがどのように考えているのか。
　　　返礼品代は、地場産品取扱業者に支払われる。産業振興の観点からも意義のある事業である。
　　　地方版総合戦略推進事業のうち、まちなか居住先導住宅整備方策をどのように検討するのか。
　　　まちなか居住に関する可能性調査の結果を踏まえ、土岐市駅周辺での居住を先導するために、どのよう

なまちづくりをしたらいいかを調査研究する。
　　　DX 推進事業について、システム標準化・共通化の詳細は。
　　　現在自治体ごとで運用しているシステムについて、令和7年度までに全国共通システムを導入するための

準備を行う。
　　　地域集会所整備補助金について、どの地区への補助を予定しているのか。
　　　下石町で1件、集会所の改築を予定している。
　　　新規就農育成総合対策事業費補助金の概要は。
　　　49歳以下の新規就農者で、就農後の経営発展のために導入する機械及び施設に対する補助金で、上限は

750万円である。

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

　　　国に対して意見書を提出した土岐市議会の対外的行為との一貫性を担保するため岐阜県に対して意見書
を提出すべきではないため一部採択に賛成する。

　　　請願項目の「外来・入院とも子どもの医療費無料制度を中学校卒業時から18歳年度末まで拡充してくだ
さい。」の部分については採択とし、「岐阜県に対し、子ども医療費助成制度を18歳年度末まで窓口無料
にするよう意見書を提出してください。」の部分は不採択とする一部採択とすべきもの。

討論

採決

小・中学校給食費無償化を求める請願について
　　　学校給食は、教育基本法では食育として教育の一環としている。国会では、政府が、給食費を自治体で

補助することを妨げない。自治体において適切に判断すべきと答弁している。国が一律で無償化を実施
する前に土岐市が実施することは、可能でないかと考えるため採択したい。

　　　義務教育の無償を定める憲法の規定があることから教科書と同様、国による財源措置によって実施すべ
きである。地方公共団体の財政力の差によって地域格差が生じないよう国の責任において全国一律の制
度を創設すべきでありこの請願は、不採択としたい。

　　　土岐市において給食費の無償化を実施するとなると毎年約2億4千万円の費用を要する。子育て支援策の
拡充は重要であるが、大きな経済的支援は国がやるべきであり、この請願の採択に反対する。

　　　国、市関係なく負担を軽減してほしいというのが請願者の想いである。将来の子どもたち、未来に対し
ての投資が重要であると思い、この請願の採択に賛成する。

意見

意見

討論

討論
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　　　農業用水路現況調査事業について、どの地区での調査を予定しているのか。
　　　水路の被害が頻繁に起こっている土岐津・泉地区を先行して、農業用水路の構造や利用者数調査を実施

する。
　　　有害鳥獣対策事業について、捕獲頭数をどのように見込んでいるのか。
　　　年々捕獲数は増加傾向であり、450頭を見込んでいる。
　　　AI デマンド実証実験について、どのように実証実験を進めて行くのか。
　　　多くのデータ収集を行えるよう乗車の見込まれるエリアを設定し、タクシー2台で実施する。
　　　市民バス小型車両の購入について、どのような運用を予定しているのか。
　　　交通事業者が運行する路線バスについて、日中の便を減便したいという意向があり、市民バスで補完す

ることを考えている。
　　　企業立地奨励金の対象企業は何社か。
　　　9社、12件の補助を見込んでいる。
　　　新博物館周辺整備基本計画について、どのような計画を策定するのか。
　　　天王ため池跡地の活用計画、新博物館と周辺史跡を含めたエリアの回遊ルート、土岐市駅から新博物館

へのアクセスルートの整備の検討や、新博物館周辺エリアを市全体の観光ツーリズムに繋げる手法の検
討を考えている。

　　　陶元浅野線道路新設工事の進捗率は。
　　　事業全体の進捗率は2月末時点で42

パーセントであるが、工事発注ベー
スでは、令和6年度で、全ての発注が
終了する予定である。

　　　親水施設整備設計業務について、どのような施設整備を検討しているのか。
　　　少子化対策・子育て支援の観点から幼児向け親水広場を検討している。
　　　公園遊具の設置について、何か所の遊具の更新を予定しているのか。
　　　これまで、46公園中、30公園の遊具更新を行っているが、来年度は、6公園の遊具更新を予定している。
　　　東濃5市消防指令センター整備事業について、総事業費と費用負担はどのようか。
　　　総額約22億円を予定しており、費用は均等割、人口割で按分し、5市で負担する。
　　　消防団員の中型免許取得にかかる補助金について、何人を予定しているのか。
　　　3人分の補助を予定している。
　　　防災行政無線同報系設備整備事業について、防災無線を更新することで、どのような機能が向上するのか。
　　　更新することにより、音声が明瞭となり、バッテリー機能が強化されるとともに情報発信の効率化を図

ることができる。
　　　女性等の視点を踏まえた避難所運営推進事業について、どのように備品を購入するのか。
　　　女性の意見を聞き、女性の視点で避難所に何が必要かを検討し、モデル的に備品を購入する。
　　　委員会所管外ではあるが、総合病院の指定管理料が、1年分の額としては高額であるため、この予算に反

対する。

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

質疑

答弁

討論

陶元浅野線道路新設工事現場▶
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令和6年度土岐市駐車場事業特別会計予算
　　　駐車場の施設整備の概要は。
　　　駅北・駅西駐車場管理機器リースの更新と駅北自転車駐輪場の改修を予定している。
質疑

答弁

令和6年度土岐市水道事業会計予算について
　　　給水量を3.5パーセント減で見込んでいる要因は。
　　　令和5年度予算は、新規大型商業施設の利用増を見込み給水量を積算していたが、令和6年度は、実績を

基に予算計上したため減となっている。

質疑

答弁

令和6年度土岐市下水道事業会計予算について
　　　下水道施設雨水浸水想定区域図作成事業について、どのような調査を行うのか。
　　　下水道施設としての雨水排水路について、浸水が想定される区域を指定し、区域図を作成するための基

礎調査を行う。

質疑

答弁

令和5年度土岐市一般会計補正予算（第7号）中、所管部分について
　　　泉北部レクリエーションゾーン敷地・進入道路造成工事の継続費補正を廃止するが、今年度実施中の設

計業務の精算はどのようになっているのか。
　　　今年度と来年度で実施予定であった建物建築基本設計、実施設計業務については、現在精算協議中である。

質疑

答弁

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について
　　　今回の改正により、会計年度任用職員の勤勉手当が支給されるが、額はどの程度か。
　　　100分の97.5か月分が支給されることとなるため、給与月額の約1か月分が支給される。
質疑

答弁

土岐市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例について
　　　災害応急作業等に従事した場合、1日1,080円支給することになるが、これまで、手当の支給はなかった

のか。
　　　これまで、特殊勤務手当として、災害対応の手当はなかった。

質疑

答弁



《第１回定例会一般質問》　　●印は議員の意見・提案

◆
市
内
の
空
き
家
に
つ
い
て
。

　
現
在
の
空
き
家
の
棟
数
に
つ
い
て
。

　
平
成
30
年
度
の
１
次
調
査
の
自
治
会
の

報
告
で
１
２
２
５
棟
の
う
ち
、
翌
年
度
に

実
施
し
た
２
次
調
査
で
、
空
き
家
で
な
か

っ
た
１
７
７
棟
を
除
く
１
０
４
８
棟
を
空

き
家
と
し
て
把
握
、
破
損
空
き
家
が
２
４

８
棟
、
倒
壊
の
危
険
が
あ
る
危
険
空
き
家

96
棟
、
周
辺
に
危
険
の
判
断
さ
れ
た
空
き

家
が
11
棟
あ
り
、
適
正
管
理
の
依
頼
文
書

を
発
送
し
、
６
棟
は
除
却
な
ど
に
よ
り
危

険
性
が
無
く
な
り
、
残
り
５
棟
に
つ
い
て

も
対
応
を
依
頼
中
で
あ
り
ま
す
。

　
危
険
空
き
家
等
除
却
に
つ
い
て
。

　
危
険
空
き
家
等
除
却
支
援
事
業
補
助
金

は
、
危
険
空
き
家
等
の
除
却
に
か
か
っ
た

費
用
の
２
分
の
１
以
内
、
最
大
50
万
円
を

補
助
す
る
制
度
で
、
今
年
度
申
請
の
５
件

の
空
き
家
は
除
却
さ
れ
、
予
定
の
２
５
０

万
円
の
補
助
金
の
交
付
を
完
了
し
ま
し
た
。

　
空
き
家
が
増
え
て
い
る
中
で
、
市
と
し

て
今
後
の
対
策
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

　
管
理
不
全
空
き
家
等
に
指
定
さ
れ
た
空

き
家
等
に
は
、
市
か
ら
指
導
・
勧
告
を
行

い
、
勧
告
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
固

定
資
産
税
の
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
基

準
の
特
例
が
う
け
ら
れ
な
く
な
る
事
に
よ

り
、
土
地
に
賦
課
さ
れ
る
固
定
資
産
税
が

現
状
の
６
倍
に
な
る
こ
と
も
起
こ
り
ま
す
。

今
後
の
事
業
の
進
め
方
と
し
て
、
適
切
な

管
理
の
た
め
に
、
空
き
家
法
に
基
づ
く
指

導
・
勧
告
・
命
令
と
い
っ
た
行
政
処
分
と

除
却
支
援
補
助
金
を
両
輪
と
し
て
、
周
囲

に
危
険
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
建
物
の
除

却
を
働
き
か
け
て
行
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

◆
市
営
住
宅
に
つ
い
て
。

　
市
営
住
宅
廃
止
方
針
に
つ
い
て
。

　
既
に
公
営
住
宅
法
に
よ
る
耐
用
年
数
が

経
過
し
て
い
る
戸
数
は
３
８
０
戸
で
、
全

体
の
86
％
を
占
め
ま
す
、
公
共
施
設
等
総

合
管
理
計
画
及
び
市
有
建
物
長
寿
命
化
計

画
に
基
づ
き
、
老
朽
化
が
進
ん
だ
市
営
住

宅
の
入
居
者
か
ら
優
先
し
て
移
転
交
渉
を

行
い
、
廃
止
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
廃
止
住
宅
の
移
転
先
に
つ
い
て
。

　
移
転
の
際
に
他
の
市
営
住
宅
へ
移
転
を

希
望
さ
れ
る
方
に
は
、
ま
ず
追
沢
市
営
住

宅
の
平
成
10
年
度
、
11
年
度
に
建
築
さ
れ

た
棟
を
移
転
先
と
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、
移
転
前
と
後
の

市
営
住
宅
の
家
賃
の
差
額
を
５
年
間
減
額

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
市
営
住
宅
廃
止
方
針
は
、
移
転
さ
れ
る

方
へ
の
丁
寧
な
説
明
と
交
渉
な
ど
時
間
が

か
か
る
、
根
気
が
要
る
計
画
で
す
が
、
今

後
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◆
防
災
に
つ
い
て

　
備
蓄
し
て
い
る
主
な
備
蓄
品
の
数
は
。

　
ア
ル
フ
ァ
化
米
、
パ
ン
な
ど
の
食
料
品

が
３
万
３
０
４
０
食
、
飲
料
水
が
２
５
２

０
リ
ッ
ト
ル
、
毛
布
が
５
５
２
１
枚
、
ト

イ
レ
凝
固
剤
が
４
万
２
９
２
０
個
な
ど
。

　
生
理
用
品
や
粉
ミ
ル
ク
な
ど
の
備
蓄
品

の
数
は
。

　
生
理
用
品
に
つ
い
て
は
28
個
入
り
の
も

の
を
１
０
５
０
パ
ッ
ク
２
万
９
４
０
０
個

備
蓄
し
て
い
ま
す
。
粉
ミ
ル
ク
は
、
ス
ー

パ
ー
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
な
ど
、
市
内
の

事
業
者
と
災
害
時
に
お
け
る
物
資
供
給
協

定
を
締
結
し
て
お
り
ま
す
。

　
備
蓄
品
は
ど
の
よ
う
な
想
定
で
備
蓄
数

を
定
め
て
い
る
の
か
。

　
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
被
害
想
定
に

お
け
る
土
岐
市
で
の
最
大
避
難
者
数
５
５

１
０
人
を
想
定
し
て
備
蓄
を
し
て
い
る
。

　
備
蓄
品
は
ど
の
よ
う
な
場
所
に
保
管
さ

れ
て
い
る
の
か
。

　
市
が
管
理
す
る
防
災
倉
庫
は
市
内
に
24

か
所
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
21
か
所
は
、

大
規
模
な
災
害
が
発
生
、
避
難
所
で
の
生

活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
広
域
避

難
所
の
地
内
も
し
く
は
そ
の
周
辺
に
設
置

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
防
災
倉
庫
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が

備
蓄
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　
防
災
倉
庫
に
備
蓄
し
て
あ
る
資
機
材
に

は
、
発
電
機
、
毛
布
、
簡
易
ト
イ
レ
な
ど

避
難
所
生
活
を
想
定
し
た
資
機
材
を
中
心

に
備
蓄
を
し
て
お
り
ま
す
。

　
防
災
倉
庫
や
水
防
倉
庫
に
照
明
を
つ
け

る
こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
今
後
、
防
災
倉
庫
及
び
水
防
倉
庫
の
野

外
と
倉
庫
内
に
そ
れ
ぞ
れ
照
明
の
設
置
を

進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
の
設
置
を
前
倒
し

に
進
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
。

　
緊
急
に
実
施
す
べ
き
対
策
と
し
て
の
マ

ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
設
置
と
並
行
し
て
、
令

和
８
年
度
ま
で
の
短
期
計
画
と
し
て
、
処

理
場
や
重
要
な
下
水
道
管
の
耐
震
化
を
進

め
る
予
定
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
ト
イ
レ
ト
レ
ー
ラ
ー
を
導
入
す
る
こ
と

を
検
討
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
発
災
直
後
に
は
凝
固
剤
を
用
い
た
簡
易

ト
イ
レ
を
中
心
に
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
の

利
用
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
加

え
、
水
循
環
式
の
水
洗
ト
イ
レ
を
所
有
す

る
企
業
と
の
協
定
を
結
び
、
災
害
時
に
は

設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

◆
そ
の
他
に
「
災
害
関
連
死
を
ど
う

防
ぐ
か
」・「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

よ
る
各
種
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

に
つ
い
て
」
な
ど
質
問
い
た
し
ま
し
た
。

木股　英明

大久保一夫

2024年6月15日
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♦
土
岐
市
の
教
育
に
つ
い
て

　
お
隣
の
瑞
浪
市
は
、
６
校
あ
っ
た
中
学

校
が
３
校
に
な
り
恵
那
市
は
恵
那
南
地
区

の
５
つ
の
中
学
校
が
統
合
さ
れ
る
が
、
土

岐
市
の
学
校
規
模
や
適
正
配
置
の
今
後
の

展
望
や
方
向
性
は
。

　
早
急
に
統
合
問
題
を
考
え
る
こ
と
よ
り

も
今
や
れ
る
こ
と
は
何
か
土
岐
市
の
特
色

を
考
え
な
が
ら
考
え
て
い
る
。
特
色
の
１

つ
と
し
て
６
中
学
校
区
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と

し
て
捉
え
ら
れ
な
い
か
。
横
に
横
断
的
に

考
え
る
よ
り
も
縦
の
形
、
異
学
年
交
流
を

基
に
し
な
が
ら
集
団
性
を
養
っ
て
い
く
、

学
校
の
特
色
を
生
か
し
て
い
く
、
子
ど
も

の
育
ち
を
期
待
し
て
い
く
と
い
う
小
・
中

の
縦
の
つ
な
が
り
を
使
っ
た
土
岐
市
の
教

育
の
特
色
を
つ
く
れ
な
い
か
、
そ
こ
が
ス

タ
ー
ト
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
端
末
の
更
新
の
計
画
は
。

　
令
和
７
年
度
末
に
満
５
年
が
経
過
す
る

こ
と
か
ら
、
令
和
８
年
度
以
降
に
更
新
す

る
予
定
で
考
え
て
い
る
。

　
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
と
教
育
支
援
ソ
フ
ト

を
使
っ
た
教
育
の
現
場
の
現
状
は
。

　
ま
ず
使
っ
て
み
る
と
い
う
導
入
当
初
か

ら
、
い
か
に
そ
れ
を
効
果
的
に
使
う
か
と

い
う
段
階
に
入
っ
て
き
て
い
る
。
学
習
支

援
ソ
フ
ト
、
ツ
ー
ル
の
導
入
に
よ
っ
て
、

一
瞬
に
し
て
児
童
・
生
徒
の
考
え
を
一
覧

に
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を

先
生
だ
け
で
な
く
児
童
・
生
徒
も
共
有
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
考
え
た
こ
と
を
可

視
化
し
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
今
後
の
課
題
は
、
家
庭
学
習

と
授
業
を
結
ぶ
ツ
ー
ル
と
し
て
児
童
・
生

徒
の
多
様
な
学
び
に
ど
う
応
じ
て
い
く
か

ど
う
活
用
し
て
い
く
か
と
い
う
考
え
方
と

か
使
い
方
。
そ
れ
か
ら
学
習
道
具
と
し
て

児
童
・
生
徒
の
自
ら
の
学
び
の
促
進
、
深

い
学
び
を
ど
う
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う

活
用
の
ア
イ
デ
ア
が
今
後
も
進
化
や
発
展

が
求
め
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

●
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
や
実
践
に
よ
っ
て
、
先

生
方
の
負
担
が
減
り
、
生
徒
た
ち
の
学
び

が
広
が
り
深
く
な
る
よ
う
こ
れ
か
ら
も
お

願
い
し
た
い
。

◆
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
経
済
的
支

援
の
在
り
方
に
つ
い
て

　
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の

意
義
を
加
藤
市
長
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

お
ら
れ
る
の
か
。
見
解
を
伺
い
た
い
。

　
社
会
の
安
定
と
健
全
な
発
展
を
促
進
し
、

将
来
世
代
に
と
っ
て
持
続
可
能
な
環
境
を

構
築
す
る
重
要
な
手
段
と
な
り
得
る
も
の

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

●
財
源
の
話
も
含
め
た
国
と
基
礎
自
治
体

た
る
市
町
村
の
役
割
分
担
の
視
点
及
び

「
義
務
教
育
の
無
償
」
を
定
め
る
憲
法
の

趣
旨
か
ら
、
給
食
費
無
償
化
に
つ
い
て
は
、

国
の
責
任
に
基
づ
い
て
全
国
一
律
に
実
現

す
べ
き
こ
と
を
、
自
治
体
や
地
方
議
会
が

国
に
対
し
て
働
き
か
け
な
が
ら
、
子
育
て

世
帯
の
実
情
を
よ
く
知
る
市
町
村
の
役
割

と
し
て
、
経
済
的
負
担
軽
減
の
必
要
性
が

特
に
高
い
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
必
要
な

支
援
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
就
学
援
助
制
度
の
活
用
と
拡
充

に
よ
っ
て
図
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

◆
高
校
卒
業
時
ま
で
の
医
療
費
の
窓

口
負
担
無
料
化
に
つ
い
て

　
子
育
て
を
す
る
中
で
親
と
し
て
何
よ
り

心
配
し
、
何
よ
り
気
に
か
か
る
子
ど
も
の

健
康
に
関
す
る
不
安
の
解
消
に
つ
な
が
る

医
療
費
助
成
制
度
拡
充
は
、
経
済
的
負
担

だ
け
で
な
く
精
神
的
負
担
を
も
軽
減
す
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
制
度
拡
充
に
よ
り
、

対
象
が
高
校
生
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に

な
れ
ば
、
妊
娠
期
か
ら
高
校
卒
業
時
ま
で
、

切
れ
目
な
く
子
育
て
を
支
援
し
、
全
て
の

子
ど
も
の
育
ち
を
支
え
る
制
度
に
高
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
全
国
的
に
も
、
高
校
生

ま
で
の
医
療
費
助
成
制
度
拡
充
の
動
き
が

広
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
単
独
事
業

で
あ
る
制
度
の
拡
充
に
必
要
な
財
源
確
保

に
つ
い
て
も
、
子
育
て
世
帯
だ
け
で
な
く
、

幅
広
い
市
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
と
思
う
。

そ
こ
で
、
本
市
の
制
度
を
拡
充
し
、
高
校

卒
業
時
ま
で
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を

無
料
化
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
こ
の

提
案
に
つ
い
て
の
市
長
の
見
解
を
伺
う
。

　
今
年
一
月
に
実
施
し
た
市
民
意
識
調
査

に
お
い
て
、
制
度
拡
充
を
望
む
声
が
多
く

あ
っ
た
。
ま
た
、
子
育
て
世
帯
の
経
済
的

負
担
軽
減
、
不
安
の
除
去
、
高
校
生
等
の

保
健
の
向
上
と
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、

早
急
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
令
和
六
年
度
か
ら
と
い
う
訳
に
は

い
か
な
い
が
、
制
度
拡
充
を
令
和
七
年
度

か
ら
実
施
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
進
め
て

い
く
。
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
た
め
に

一
定
の
予
算
も
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、

補
正
予
算
と
い
う
よ
う
な
形
で
議
会
に
も

提
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

渡邉　豪

後藤　正樹
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◆
養
育
費
不
払
い
の
対
応
に
つ
い
て

　
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
離
婚

し
た
母
子
家
庭
の
約
７
割
が
養
育
費
を
受

け
取
れ
て
な
い
と
の
こ
と
、
養
育
費
の
受

け
取
り
は
子
ど
も
が
成
長
す
る
た
め
の
権

利
で
あ
り
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
貧
困
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
土
岐
市
の
養
育
費
不
払

い
へ
の
対
応
に
つ
い
て
ご
答
弁
く
だ
さ
い
。

　
国
が
定
め
る
子
ど
も
戦
略
プ
ラ
ン
に
お

き
ま
し
て
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
、
ひ
と

り
親
家
庭
の
自
立
促
進
の
一
つ
と
し
て
、

養
育
費
確
保
支
援
の
強
化
が
規
定
を
さ
れ

て
お
り
、
養
育
費
の
履
行
確
保
の
た
め
、

養
育
費
の
取
り
決
め
な
ど
に
関
す
る
相
談

支
援
、
養
育
費
へ
の
受
け
取
り
に
係
る
弁

護
士
費
用
に
対
す
る
補
助
な
ど
の
支
援
を

行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
土
岐
市
と
し
ま

し
て
は
、
養
育
費
の
確
保
や
親
子
交
流
の

取
り
決
め
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
児

童
扶
養
手
当
、
現
況
届
の
送
付
の
際
に
同

封
を
し
、
養
育
費
に
関
す
る
相
談
会
開
催

の
案
内
の
ほ
か
、
窓
口
で
の
離
婚
な
ど
に

関
す
る
相
談
の
際
は
市
民
課
か
ら
子
育
て

支
援
課
に
つ
な
ぎ
、
具
体
的
な
養
育
費
の

取
り
決
め
に
関
す
る
手
続
の
流
れ
な
ど
に

つ
い
て
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
相
談
に
お

き
ま
し
て
は
、
本
市
の
家
庭
児
童
相
談
員

が
母
子
自
立
支
援
相
談
員
と
し
、
養
育
費

だ
け
で
な
く
離
婚
相
談
な
ど
に
も
対
応
し
、

養
育
費
の
取
り
決
め
や
法
的
な
ア
ド
バ
イ

ス
が
必
要
な
場
合
に
は
、
法
テ
ラ
ス
な
ど

の
専
門
機
関
を
紹
介
し
た
り
、
離
婚
後
の

経
済
的
支
援
に
対
し
て
は
福
祉
課
な
ど
と

も
連
携
し
て
、
相
談
者
に
寄
り
添
う
支
援

に
努
め
て
お
り
ま
す
。

◆
老
朽
化
橋
梁
の
耐
震
補
強
に
つ
い
て

　
市
が
管
理
し
て
い
る
橋
は
３
５
４
と
の

こ
と
、
生
活
や
産
業
に
欠
か
せ
な
い
50
年

以
上
の
橋
梁
は
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
古

い
橋
の
補
強
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。

　
令
和
６
年
３
月
現
在
、
50
年
以
上
の
橋

は
１
９
６
橋
で
約
55
％
で
ご
ざ
い
ま
す
。

長
寿
命
化
修
繕
計
画
で
は
老
朽
化
し
た
橋

を
耐
震
補
強
と
い
う
内
容
が
あ
り
ま
す
。

１
月
に
発
生
し
た
能
登
半
島
地
震
を
見
据

え
る
段
階
で
、
市
内
の
全
橋
梁
の
中
か
ら

重
要
な
施
設
、
福
祉
避
難
所
、
学
校
等
の

避
難
所
と
か
を
結
ぶ
道
路
に
架
か
っ
て
い

る
橋
梁
を
優
先
的
に
入
れ
な
が
ら
補
修
す

る
計
画
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で

特
に
重
要
と
考
え
て
い
る
橋
を
83
橋
を
指

定
し
て
お
り
、
令
和
５
年
ま
で
に
42
橋
、

残
り
41
橋
で
半
数
ぐ
ら
い
ま
で
に
な
っ
て

お
り
、
全
橋
梁
が
す
べ
か
ら
ず
終
わ
れ
ば

い
い
で
す
が
、
無
尽
蔵
に
費
用
が
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、
そ
の
辺
り
を
取
捨
選
択
し

な
が
ら
進
め
て
い
ま
す
。

◆
土
岐
市
国
土
強
靭
化
地
域
計
画
に
つ
い
て

　
当
計
画
の
内
容
に
つ
い
て

　
い
か
な
る
災
害
が
発
生
し
て
も
機
能
不

全
に
陥
ら
ず
、
致
命
的
な
被
害
を
負
わ
な

い
強
さ
と
速
や
か
に
回
復
す
る
し
な
や
か

さ
を
持
つ
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
構

築
す
る
た
め
、
強
靭
化
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
る
た
め
の
指

針
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
策
定
に
当
っ
て

は
、
市
民
の
保
護
が
最
大
限
図
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
市
の
重
要
な
機
能
が
致
命
的
な

障
が
い
を
受
け
ず
維
持
さ
れ
る
こ
と
、
市

民
の
財
産
及
び
公
共
施
設
に
関
わ
る
被
害

の
最
小
化
、
迅
速
な
復
旧
復
興
の
四
つ
を

基
本
目
標
と
し
、
関
連
す
る
国
の
国
土
強

靭
化
基
本
計
画
、
県
の
岐
阜
県
強
靭
化
計

画
及
び
土
岐
市
総
合
計
画
と
の
調
和
・
整

合
を
図
っ
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
策
定
の
経
緯
と
周
知
に
つ
い
て

　
国
の
国
土
強
靭
化
基
本
法
第
四
条
に
お

い
て
、
地
方
公
共
団
体
は
地
域
の
状
況
に

応
じ
た
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策

定
し
、
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
と
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
同
法
第
十
三
条

に
お
い
て
、
市
は
国
土
強
靭
化
に
関
す
る

施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図

る
た
め
、
地
域
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
責
務
を

果
た
す
有
効
な
手
段
と
し
て
策
定
す
る
こ

と
と
し
た
。
周
知
に
つ
い
て
は
、
現
在
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
周
知
を
図
っ

て
い
る
が
、
国
土
強
靭
化
と
い
う
言
葉
自

体
が
あ
ま
り
市
民
の
方
に
馴
染
み
が
な
い

の
で
は
と
感
じ
て
お
り
、
計
画
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
事
業
の
実
施
を
通
し
て
、
そ
の

必
要
性
や
重
要
性
を
市
民
に
伝
え
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
い
つ
起
き
る
か
分
か
ら
な
い
大
規
模
災

害
に
立
ち
向
か
う
市
長
の
心
構
え
は

　
大
規
模
災
害
が
頻
繁
に
発
生
す
る
昨
今
、

平
時
と
有
事
を
分
け
隔
て
る
こ
と
な
く
常

に
市
民
の
安
全
と
安
心
を
守
る
責
務
が
あ

る
と
思
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
し
っ

か
り
と
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し

て
い
く
こ
と
、
そ
れ
に
情
報
収
集
と
共
有
、

さ
ら
に
は
被
災
者
へ
の
思
い
や
り
も
大
切

で
あ
る
。
特
に
初
動
対
応
に
つ
い
て
は
、

災
害
状
況
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
場
合

も
最
悪
の
事
態
を
想
定
し
、
職
員
が
的
確

に
行
動
で
き
る
よ
う
陣
頭
指
揮
を
執
っ
て

い
く
。

●
今
回
の
能
登
半
島
地
震
で
、
自
治
体
の

役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
感
じ
て
お

り
、
そ
の
中
で
首
長
の
役
割
は
さ
ら
に
重

要
と
認
識
し
、
気
を
引
き
締
め
て
ま
い
り

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

水野　哲男

小栗　恒雄

2024年6月15日
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《第１回定例会一般質問》　　●印は議員の意見・提案

◆
市
民
の
健
康
支
援
に
つ
い
て

　
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
取
り
組
み
は

　
乳
幼
児
期
で
は
、
離
乳
食
、
食
育
教
室
、

歯
と
口
腔
の
健
康
な
ど
行
っ
て
い
る
。
児

童
・
未
成
年
期
で
は
、
正
し
い
食
習
慣
・

口
腔
ケ
ア
の
知
識
や
と
き
げ
ん
き
体
操
の

普
及
を
行
っ
て
い
る
。
成
人
期
で
は
、
特

定
健
診
、
各
種
健
診
の
受
診
勧
奨
、
個
別

の
保
健
指
導
等
、
心
の
相
談
窓
口
に
関
す

る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
い
る
。
高

齢
期
は
、
フ
レ
イ
ル
予
防
と
し
て
、
と
き

げ
ん
き
体
操
の
普
及
、
講
座
を
実
施
。

　
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
の
普
及
啓

発
の
た
め
に
、
Ｈ
Ｐ
や
広
報
に
、
プ
レ
コ

ン
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
の
掲
載
を
提
案
し
た

い
が
、
本
市
の
見
解
を
伺
う
。

　
広
報
へ
の
掲
載
な
ど
、
効
果
的
な
周
知

方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　
更
年
期
障
害
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
周

知
、
啓
発
に
つ
い
て
伺
う
。

　
毎
年
、
市
民
へ
の
健
康
講
演
会
を
開
催
。

過
去
に
は
更
年
期
障
害
を
テ
ー
マ
に
講
演

会
を
開
催
。
女
性
特
有
の
健
康
課
題
に
つ

い
て
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
二
十

歳
を
祝
う
会
や
乳
幼
児
健
診
で
の
保
護
者

へ
周
知
啓
発
を
行
っ
て
い
る
。

　
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
の
目
安
に
な

る
、
簡
略
更
年
期
指
数
を
Ｈ
Ｐ
や
広
報
等

へ
の
掲
載
を
提
案
し
た
い
。
本
市
の
見
解

を
伺
う
。

　
受
診
の
際
の
目
安
に
な
る
、
効
果
的
な

ツ
ー
ル
で
あ
る
。
広
報
等
へ
の
掲
載
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
チ
ェ
ッ
ク
「
こ
こ
ろ

の
体
温
計
」
に
つ
い
て
、
取
り
組
み
と
今

後
の
展
開
を
伺
う
。

　
月
１
回
の
健
康
相
談
、
精
神
科
医
に
よ

る
心
の
健
康
相
談
、
自
殺
対
策
の
一
環
と

し
て
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
育
成
研
修
会
を

開
催
。「
こ
こ
ろ
の
体
温
計
」
に
つ
い
て

は
ア
ク
セ
ス
数
が
減
少
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
等
の
チ
ャ
ッ
ト
相
談
が
増
え
て
い

る
事
か
ら
今
年
度
で
一
旦
終
了
す
る
。

【
市
長
答
弁
】「
こ
こ
ろ
の
体
温
計
」
に
つ

い
て
は
検
討
し
、
市
民
に
寄
り
添
っ
た
相

談
体
制
を
見
直
し
し
て
い
く
。

◆
環
境
衛
生
を
守
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

　
犬
の
糞
害
に
つ
い
て
土
岐
市
の
条
例
の

中
で
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
事
に
つ
い
て

　
糞
の
処
理
に
限
ら
ず
、
犬
の
適
正
な
飼

養
に
つ
い
て
の
法
令
が
あ
り
、
第
７
条
第

１
項
に
所
有
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
又
、
岐
阜
県
動
物
の

愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
第
７
条

及
び
、
第
８
条
に
お
い
て
犬
の
飼
い
主
の

遵
守
事
項
を
定
め
て
い
る
。
現
時
点
で
は

新
た
に
市
の
条
例
等
に
犬
の
糞
に
関
す
る

規
定
を
設
け
る
こ
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
法
令
や
県
条
例
な
ど
を
遵
守
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
飼
い
主
へ
の
意
識
啓

発
、
実
効
的
な
監
視
体
制
に
よ
り
対
応
し

て
い
く
。

◆
快
適
に
生
活
を
送
る
た
め
の
支
援
に

つ
い
て

　
認
知
症
の
早
期
発
見
に
向
け
て
の
本
市

の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　
早
期
発
見
の
た
め
に
本
市
で
は
、
認
知

症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
街
を

目
指
し
て
、
認
知
症
の
容
態
に
応
じ
た
サ

ー
ビ
ス
提
供
の
流
れ
を
ま
と
め
た
「
認
知

症
あ
ん
し
ん
ガ
イ
ド
」
を
作
成
し
、
そ
の

中
に
早
期
発
見
の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
を
掲
載
し
、
全
戸
配
布
、
各
窓
口
で
の

配
布
を
し
て
お
り
ま
す
。

　
補
聴
器
購
入
で
の
本
市
の
費
用
助
成
は

さ
れ
て
い
る
か
。

　
聴
覚
障
害
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
の

交
付
を
受
け
ら
れ
た
方
に
は
、
補
装
具
費

支
援
制
度
の
対
象
に
な
る
が
、
加
齢
性
難

聴
な
ど
の
補
助
制
度
創
設
に
つ
い
て
は
、

国
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て

お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
市
単
独
で
の
創
設

は
考
え
て
い
な
い
。

　
庁
舎
内
窓
口
へ
の
軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン

導
入
に
つ
い
て
。

　
軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン
に
よ
る
窓
口
で
の

設
置
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
配
慮
な

ど
一
定
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
現
在
福
祉
課
、
高
齢
介
護
課
の
窓
口

に
お
い
て
は
筆
談
で
対
応
し
て
お
り
、
引

き
続
き
他
市
の
状
況
や
、
他
の
業
界
の
動

き
な
ど
を
注
視
し
て
ま
い
り
た
い
。

伊藤　公男

水石　玲子
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《第１回定例会一般質問》　　●印は議員の意見・提案

◆
孤
独
孤
立
対
策
推
進
法
に
つ
い
て

　
孤
独
孤
立
対
策
推
進
法
が
、
令
和
６
年

４
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
が
、
土
岐
市
と
し

て
支
援
を
強
化
し
て
い
く
上
で
の
課
題
は

あ
る
か
。

　
第
４
期
土
岐
市
地
域
福
祉
計
画
を
策
定

し
て
お
り
、孤
独
、孤
立
へ
の
支
援
を
国・

県
・
市
さ
ら
に
は
当
事
者
等
へ
の
支
援
を

行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
社
会
福
祉
協
議
会
、

社
会
福
祉
法
人
だ
け
で
な
く
、
地
域
住
民

あ
る
い
は
見
守
り
支
援
を
行
な
っ
て
い
た

だ
け
る
民
間
事
業
者
な
ど
相
互
に
連
携
を

図
り
な
が
ら
社
会
全
体
で
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
り
、
連
携
の
強

化
を
課
題
に
上
げ
て
お
り
ま
す
。

　
市
内
の
独
り
暮
ら
し
世
帯
は
、
ど
の
く

ら
い
あ
る
か
。

　
平
成
22
年
単
身
世
帯
は
４
０
８
６
世
帯

そ
の
う
ち
高
齢
単
身
世
帯
は
、
１
８
６
４

世
帯
、
そ
れ
以
外
の
単
身
世
帯
は
、
２
２

２
２
世
帯
で
、
平
成
27
年
に
つ
い
て
は
、

単
身
世
帯
４
７
２
６
世
帯
、
そ
の
う
ち
高

齢
者
単
身
世
帯
は
２
３
４
３
世
帯
、
そ
れ

以
外
の
単
身
世
帯
は
、
２
３
８
３
世
帯
で

令
和
２
年
単
身
世
帯
５
５
０
４
世
帯
、
そ

の
う
ち
高
齢
単
身
世
帯
は
、
２
５
９
７
世

帯
、
そ
れ
以
外
の
単
身
世
帯
は
、
２
９
０

７
世
帯
で
、
い
ず
れ
も
上
昇
傾
向
で
あ
り

ま
す
。

　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
業
務
継
続
計
画
）
の
６
要
素

首
長
不
在
時
の
明
確
な
代
行
順
位
や
職
員

の
参
集
体
制
、
本
庁
舎
が
使
え
な
く
な
っ

た
場
合
の
代
替
庁
舎
の
特
定
、
電
気
、
水

食
料
等
の
確
保
、
災
害
時
に
も
つ
な
が
り

や
す
い
多
様
な
通
信
手
段
の
確
保
、
重
要

な
行
政
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
非
常

時
優
先
業
務
の
整
理
、
全
て
を
網
羅
し
た

業
務
継
続
計
画
の
重
要
６
要
素
を
全
て
盛

り
込
ん
だ
計
画
に
、
土
岐
市
は
な
っ
て
い

る
か
。

　

土
岐
市
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
業
務
継
続
計
画
）

は
、
重
要
６
要
素
を
全
て
盛
り
込
ん
で
お

り
ま
す
。

　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
実
際
に
機
能
す
る
か
ど
う
か

定
期
的
な
訓
練
を
し
て
い
る
か
。

　
実
際
に
一
度
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
つ

く
っ
て
訓
練
し
て
い
る
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
今
年
度
４

月
か
ら
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
が
義
務
化
さ
れ
る

が
Ｂ
Ｃ
Ｐ
作
成
の
有
無
を
把
握
し
て
い
る

か
。

　
事
業
所
76
か
所
で
33
か
所
が
策
定
済
み
、

41
か
所
が
３
月
末
ま
で
に
策
定
、
２
か
所

が
未
策
定
で
あ
り
ま
す
。

　
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
公
費

助
成
を
し
て
は
ど
う
か
。

　
国
・
県
の
動
向
を
見
て
考
え
る
。

◆
地
震
対
策
に
つ
い
て

　
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
の
補
助
に
つ
い
て

　
補
助
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
予
定

は
な
い
が
、
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
に
つ
い
て

は
地
震
後
の
電
気
火
災
発
生
を
未
然
に
防

ぐ
も
の
と
し
て
、
有
効
性
を
強
く
感
じ
て

い
る
の
で
、
広
報
活
動
に
て
普
及
啓
発
に

取
り
組
み
を
考
え
て
い
る
。

◆
公
共
交
通
に
つ
い
て

　
自
動
運
転
バ
ス
に
つ
い
て

　
国
は
令
和
６
年
度
に
全
て
の
都
道
府
県

で
の
計
画
運
行
を
目
指
し
全
国
に
展
開
・

実
装
す
る
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。
中
津
川

市
で
実
証
実
験
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、

土
岐
市
で
の
対
応
は
ま
だ
期
間
が
必
要
と

考
え
て
い
る
。

　
Ａ
Ｉ
デ
マ
ン
ド
交
通
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
度
予
算
に
お
い
て
実
証
実
験

を
行
う
予
算
計
上
を
し
て
い
る
。
予
約
制

と
な
る
等
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
て
今
後
の

施
策
の
参
考
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い
て

　
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
は
、
安
全
運
行
、
事
故

等
の
課
題
の
シ
ス
テ
ム
や
法
改
正
が
あ
れ

ば
非
常
に
利
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

◆
小
中
学
校
の
不
登
校
に
つ
い
て

　
令
和
元
年
か
ら
令
和
５
年
度
の
実
績
と

不
登
校
理
由
に
つ
い
て

　
令
和
元
年
度
96
人
、
令
和
２
年
度
91
人
、

令
和
３
年
度
１
２
８
人
、
令
和
４
年
度
１

５
５
人
、
令
和
５
年
度
１
６
３
人
、
不
登

校
の
要
因
と
し
て
無
気
力
が
一
番
多
く
、

令
和
５
年
度
は
、
学
習
や
学
校
生
活
に
起

因
す
る
不
安
が
多
く
な
っ
た
。

　
不
登
校
対
策
に
つ
い
て

　
従
来
か
ら
の
対
応
に
加
え
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｌ

Ｏ
プ
ラ
ン
に
よ
る
相
談
体
制
の
充
実
、
校

内
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
充
実
。

　
校
内
の
取
組
と
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て

　
①
不
登
校
を
生
み
出
さ
な
い
た
め
の
校

内
研
修
②
学
校
を
休
み
が
ち
に
な
っ
た
児

童
、
生
徒
に
対
す
る
取
組
で
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
の
活
用
を
し
て
い
る
。

　
多
機
能
型
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
　
①
不
登
校
支
援
機
能
②
外
国
人
児
童
生

徒
支
援
機
能
③
教
育
発
達
相
談
検
査
機
能

及
び
家
庭
児
童
相
談
機
能
④
教
員
の
研
修

を
行
う
資
質
向
上
機
能

　
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
に

つ
い
て

　
児
童
、
生
徒
の
通
所
方
法
に
つ
い
て
は
、

原
則
保
護
者
の
送
り
迎
え
を
考
え
て
い
る
。

保
護
者
の
送
迎
時
間
を
考
慮
し
て
、
施
設

の
開
始
時
間
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
セ
ン

タ
ー
に
通
う
児
童
、
生
徒
の
状
況
に
よ
っ

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

塚本　俊一

安藤　学

2024年6月15日
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《第１回定例会一般質問》　　●印は議員の意見・提案

◆
地
震
災
害
の
防
災
に
つ
い
て

　
木
造
住
宅
耐
震
補
強
工
事
費
補
助
率
を

上
げ
て
は
ど
う
か
。

　
県
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
高
齢
の
方
が
多
い

と
い
う
前
提
で
費
用
負
担
が
大
き
い
、
古

い
家
に
お
金
を
掛
け
た
く
な
い
と
か
様
々

な
思
い
が
あ
り
や
ら
れ
な
い
方
が
見
え
る

そ
う
い
っ
た
中
で
国
費
を
基
に
県
・
市
と

他
の
所
と
協
力
し
な
が
ら
だ
し
て
い
る
補

助
金
で
あ
る
。
今
回
の
能
登
半
島
地
震
に

よ
り
倒
壊
し
た
家
屋
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
全
国
的
に
耐
震
工
事
の
促
進
の
た
め

に
補
助
率
向
上
が
望
ま
れ
て
い
る
状
況
で

本
市
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
今
後
も
他
市

と
情
報
交
換
、
連
携
を
図
り
な
が
ら
県
・

国
に
対
し
て
調
整
と
強
い
要
望
を
行
う
。

　
水
道
管
は
市
民
の
命
の
根
源
で
水
が
断

た
れ
る
と
避
難
生
活
全
て
の
も
の
が
困
難

に
な
る
。
水
道
管
の
耐
震
化
を
進
め
る
べ

き
と
考
え
る
が
。

　
他
市
と
比
較
で
は
県
内
平
均
値
15
％
全

国
平
均
値
も
同
程
度
で
本
市
が
35
％
で
送

水
管
は
62
・
７
％
で
全
国
平
均
値
の
41
％

を
上
回
っ
て
い
る
が
安
心
し
て
い
な
い
。

耐
震
工
事
を
よ
り
迅
速
に
進
め
る
た
め
国

に
補
助
金
の
要
望
を
し
て
い
る
。

◆
博
物
館
構
想
に
つ
い
て

　
織
部
の
里
公
園
、
伝
統
産
業
会
館
、
陶

芸
村
を
活
か
し
博
物
館
来
場
者
の
方
達
の

陶
芸
村
へ
の
誘
導
の
考
え
は
。

　
新
博
物
館
と
元
屋
敷
陶
器
窯
跡
、
乙
塚

古
墳
附
段
尻
巻
古
墳
な
ど
周
辺
史
跡
を
貴

重
な
観
光
資
源
と
捉
え
て
回
遊
ル
ー
ト
や

土
岐
市
駅
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
と
し

て
整
備
す
る
こ
と
で
賑
わ
い
を
創
出
し
関

係
人
口
や
交
流
人
口
の
創
出
に
つ
な
げ
た

い
。
そ
の
計
画
の
中
で
陶
芸
村
、
伝
統
産

業
会
館
を
含
め
回
遊
で
き
る
よ
う
な
仕
掛

け
を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
陶
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
だ
け
で
は
な
く
日
本

の
伝
統
工
芸
を
や
り
た
い
と
い
う
若
者
を

取
り
込
む
施
策
は
な
い
の
か
。

　
少
し
ず
つ
新
し
い
動
き
や
風
が
吹
い
て

お
り
先
ず
住
ん
で
い
る
方
、
入
村
者
の
方

の
ご
意
向
お
考
え
を
大
切
に
し
な
が
ら
今

後
の
陶
芸
村
の
活
性
化
を
検
討
し
て
い
け

れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

◆
災
害
時
の
消
防
団
員
不
足
の
施
策
に

つ
い
て

　
こ
こ
最
近
の
救
急
出
動
の
出
動
率
は
？

　
一
か
月
の
平
均
出
動
率
は
２
６
４
件
で

令
和
５
年
１
年
間
の
出
動
件
数
は
３
１
６

９
件
と
年
々
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
る
。

　
出
動
率
が
上
が
っ
て
お
り
，
１
度
の
出

動
で
消
防
職
員
が
３
名
体
制
で
１
時
間
以

上
出
動
に
か
か
る
中
、
２
台
の
救
急
車
が

同
時
に
出
動
し
た
際
に
、
火
災
な
ど
が
発

生
し
た
場
合
に
消
防
職
員
が
す
ぐ
に
出
動

が
出
来
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に

消
防
団
の
活
動
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、

消
防
団
員
も
不
足
し
て
お
り
、
機
能
別
分

団
の
活
動
が
期
待
さ
れ
る
が
、
現
在
の
機

能
別
分
団
の
活
動
状
況
を
教
え
て
欲
し
い
。

　
機
能
別
分
団
は
、
平
日
の
日
中
の
消
防

団
の
出
動
率
の
低
下
を
補
う
た
め
、
泉
町

の
北
山
工
業
団
地
の
事
業
所
及
び
光
洋
陶

器
、
下
石
町
の
立
風
製
陶
協
力
の
も
と
設

置
し
て
い
る
。
活
動
状
況
と
し
て
は
、
年

２
回
の
訓
練
を
行
い
万
が
一
に
備
え
て
い

る
が
、
こ
れ
ま
で
幸
い
に
も
出
動
に
至
っ

た
実
績
は
な
い
。

　
消
防
団
不
足
の
施
策
及
び
協
力
隊
員
の

設
置
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
？

　
以
前
に
比
べ
て
消
防
団
員
の
確
保
は
厳

し
い
状
況
。
消
防
団
幹
部
Ｏ
Ｂ
の
再
入
団

を
促
し
て
い
る
。
ま
た
、
協
力
隊
員
設
置

等
は
考
え
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
通
り

自
治
会
や
自
警
団
に
協
力
い
た
だ
き
た
い
。

◆
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
活
動
に
つ

い
て

　
「
土
岐
市
あ
い
さ
つ
Ｄ
Ａ
Ｙ
」
に
は
各

協
力
団
体
が
参
加
さ
れ
挨
拶
運
動
を
支
え

て
頂
い
た
り
、
見
守
り
活
動
で
地
域
と
の

つ
な
が
り
を
持
て
て
い
た
り
す
る
が
、
そ

の
他
の
活
動
は
あ
る
か
？

　
ふ
る
さ
と
学
習
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
や

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
活

動
を
展
開
し
て
い
る
。

　
小
中
学
校
の
草
刈
り
や
日
本
語
学
習
、

折
り
紙
教
室
、
書
道
や
そ
ろ
ば
ん
、
ク
ラ

ブ
活
動
へ
の
協
力
な
ど
小
さ
な
こ
と
か
ら

始
め
、
市
か
ら
市
民
へ
活
動
内
容
を
発
信

し
、
サ
ポ
ー
タ
ー
に
は
結
の
ま
ち
づ
く
り

ポ
イ
ン
ト
で
還
元
す
る
と
い
う
仕
組
み
と

し
て
は
ど
う
か
？

　
有
益
な
取
り
組
み
で
、
地
域
の
方
々
に

も
や
り
が
い
の
あ
る
活
動
だ
と
思
わ
れ
る
。

北谷　峰二

能登半島地震

鈴木　正義
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《第１回定例会一般質問》　　●印は議員の意見・提案

◆
新
し
い
博
物
館
に
つ
い
て

　
今
後
実
施
予
定
の
事
業
費
総
額
は
？

　
概
算
の
建
築
費
21
億
、
他
に
展
示
製
作

収
蔵
庫
整
備
費
、
敷
地
造
成
外
構
工
事
等

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
予
定
の
年
間
利
用
者
数
の
計
画
は
？

　
近
年
の
美
濃
陶
磁
歴
史
館
は
年
間
５
千

か
ら
６
千
人
ほ
ど
、
来
館
者
の
予
測
、
試

算
で
は
大
幅
に
増
加
す
る
見
込
み
で
す
。

　
２
０
２
４
年
度
か
ら
解
体
工
事
を
進
め

よ
う
と
す
る
な
か
で
、
来
館
目
標
数
値
を

い
つ
頃
公
表
で
き
る
の
か
？

　
（
市
長
）
魅
力
的
な
企
画
展
示
を
展
開

し
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
来
て
頂
く
、

そ
れ
が
２
万
人
な
の
か
、
10
万
人
な
の
か
、

分
か
り
ま
せ
ん
が
目
標
を
定
め
な
が
ら
、

来
館
者
を
増
や
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
産
業
や
観
光
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
か
、

赤
字
前
提
な
ら
課
題
の
収
蔵
や
研
究
に
重

点
を
置
き
、
最
小
限
に
コ
ス
ト
を
抑
え
る

ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
の
よ
う
な
考
え
は
？

　
（
市
長
）
博
物
館
単
体
で
は
な
く
、
周

辺
の
地
域
一
帯
の
観
光
周
遊
も
視
野
に
あ

り
ま
す
。
採
算
の
話
し
で
は
な
く
、
多
く

方
が
楽
し
め
る
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る

場
所
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
土
岐
市
の
所
有
地
で
な
く
、
土
地
を
借

り
る
こ
と
に
つ
い
て
市
の
考
え
方
は
？

　
基
本
計
画
検
討
委
員
会
で
視
認
性
に
優

れ
敷
地
が
広
く
、
造
成
工
事
も
比
較
的
少

い
等
々
の
意
見
を
踏
ま
え
ま
し
た
。

◆
新
し
い
キ
ャ
ン
プ
場
に
つ
い
て

　
こ
れ
ま
で
の
費
用
と
事
業
総
額
は
？

　
こ
れ
ま
で
の
費
用
は
９
９
６
５
万
９
千

円
、
今
後
予
定
の
建
設
費
用
は
約
15
億
７

１
０
０
万
円
を
見
込
ん
で
い
ま
し
た
。

　
わ
ざ
わ
ざ
市
が
レ
ジ
ャ
ー
施
設
を
造
る

意
義
が
感
じ
な
い
が
、
市
の
考
え
は
？

　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
も
あ
る
か
な
と

思
い
ま
す
。
私
ど
も
も
一
番
考
え
て
い
て
、

地
方
創
生
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
ど
う
か
？

　
（
市
長
）
こ
の
事
業
は
休
止
と
い
う
結

論
を
出
し
ま
し
た
。
今
後
は
こ
の
ま
ま
事

業
に
移
せ
る
か
も
含
め
、
時
間
を
か
け
て

じ
っ
く
り
検
討
す
べ
き
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あ な た も を市 議 会
し ま せ ん か ！傍 聴

市議会では、市民の皆さまの
生活に密着した重要な問題が審
議されています。
市役所２階にある議会事務局
の受付で住所・氏名・年齢を記
入するだけで、どなたでも傍聴
できます。
市政を知っていただくために
も、お気軽にお出かけください。

小関　篤司

2024年6月15日
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視 察 報 告

議会改革特別委員会は、さる2月5日・6日の両日で愛知県東海市と兵庫県丹波市へ行政視察に
お伺いさせていただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海市議会は、平成25年9月に東海市議会基本条例を施行
され、東海市議会における議会のあり方を示す重要な条例

とし、制定から5年を経過する中で、議会基本条例の目的達成状況について検証を行う必要が有ると
して、平成30年6月の議会運営委員会で議会基本条例検証特別委員会の設置が決定されました。その
特別委員会は、10名の委員が議長
の指名により選任され、調査研究
について特別委員会で基本的な事
項を協議し、より具体的な検証を
行うために、2つの分科会を設置し、
担当する条文ごとに詳細な検証を
行い、分科会での検証結果を受け、
最終的な検証結果を議会基本条例
検証特別委員会で行っておられ、東
海市議会さんは議会基本条例を詳
細に渡り、より綿密な検証を行っ
ている姿勢を感じることができま
した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2日目に訪問しました丹波市議会では、「丹波市議会☆ミ
ライプロジェクト」の取り組みについて視察させていただ

きました。プロジェクトのきっかけは、平成29年度の「議員研修」の位置付けで、「これからの地域
に求められる持続可能な地域創成とは・関係人口から考える」を研修テーマとして、丹波市議会議
員19人、丹波篠山市議会議員16人の参加で開催し、その時の講師を務められました福知山公立大学
の教授から、大学生・高校生と市議会議員の懇談会開催の提案があり、次年度より福知山公立大学
の協力のもと、市議会議員と若者
の距離が縮まり、市議会議員とし
ても新たな視点や気づきを得ると
共に、若者の意見や考えが反映さ
れる「丹波市議会☆ミライプロジ
ェクト」が実施されることになり
ました。未来を担う若者の声を聴
くことは重要であり、全国的にも
課題である政治への関心や参加意
欲を高めるため、積極的に取り組
んでおられました。

議会改革特別委員会

愛知県東海市（令和6年2月5日）

兵庫県丹波市（令和6年2月6日）
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視 察 報 告

任意の委員会を平成30年に常設委員会にし、市民の方から議会を身近に捉えてもらうためにラジ
オ放送で定例会告知、Facebook、Instagram、YouTube、「和歌山市議会チャンネル」デジタルサ
イネージなどデジタルの利用、
従来の広報誌発行及びアニメ
ーションを使った動画をDVD
にし小中学校、高校へ配布す
るなど様々なもので議会の堅
苦しさを取り除いた情報発信
をしており、議会だよりは中
核市議長会議会報コンクール
で３年連続で受賞された。表
紙は特に中を観てみたくなる
ような写真であり土岐市議会
も市民の皆さんにもっと身近
に感じてもらえるよう行って
まいりました。

当セミナーは議会に多くの人が関心を持って頂き、より身近な議会にするためにデジタル広報と
紙の連携、イベントなどの議場開放、子どもの議会体験などといった各議会での事例が紹介されま
した。広報誌は表紙がとても
大事で、ある議会では地元の
高校の美術部の生徒さんの描
いたイラストであったり写真
部の生徒さんが撮影した写真
を表紙につかうなど住民との
コラボで関心を集めている。中
身についても文字ばかりでは
なく写真やイラストを多く取
り入れることが重要であると
のこと。広報広聴が充実する
と議会改革が進み住民からも
身近な存在となるとのこと。土
岐市議会も今後市民の皆さん
とより良い関係を築いてまい
ります。

広報広聴特別委員会

和歌山県和歌山市（令和6年1月30日）

京都府京都市（令和6年1月31日）

議会の PR及び広報の取り組みについて

京都市セミナー受講『住民とより良い関係を築く』

2024年6月15日
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令和5年度 特別委員会活動報告

今
年
度
の
一
つ
目
の
活
動
と
し
て
４
年
間
開
催
で
き
な
か
っ
た
議
会
報

告
会
を
昨
年
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
５
類
に
移
行
さ
れ
実
施
可
能
と
な
り
、
コ

ロ
ナ
禍
前
迄
は
議
会
運
営
委
員
会
が
主
に
な
り
開
催
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
か
ら
当
委
員
会
で
企
画
す
る
こ
と
と
な
り
昨
年
市
民
の
皆
さ
ん
に
も

ご
協
力
を
頂
き
市
内
６
会
場
に
て
実
施
出
来
ま
し
た
。
様
々
な
ご
意
見
を

頂
き
今
後
の
課
題
と
し
て
引
き
続
き
改
善
策
を
講
じ
、
も
っ
と
皆
さ
ん
と

対
話
で
き
る
よ
う
な
報
告
会
や
意
見
交
換
会
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

二
つ
目
の
活
動
は
、
議
会
改
革
特
別
委
員
会
よ
り
引
き
継
い
だ
議
会
Ｐ

Ｒ
の
た
め
に
先
ず
子
ど
も
さ

ん
に
知
っ
て
も
ら
お
う
と

「
子
ど
も
向
け
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
」
の
作
成
に
向
け
チ
ラ
シ

作
成
部
会
を
当
委
員
会
内
で

設
け
他
市
議
会
の
も
の
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
土
岐
市
独

自
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
年
度

内
に
作
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

今
後
第
二
段
と
し
て
、
イ
ラ

ス
ト
な
ど
高
校
の
生
徒
さ
ん

に
ご
協
力
を
頂
き
、
親
し
み

の
あ
る
も
の
に
し
て
い
き
た

い
と
次
期
委
員
会
に
引
き
継

い
で
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

（
令
和
５
年
度　
広
報
広
聴
特
別
委
員
会
委
員
長　
北
谷
峰
二
）

広
報
広
聴
特
別
委
員
会

昨
年
の
令
和
５
年
４
月
に
土
岐
市
議
会
議
員
選
挙
の
改
選
が
あ
り
ま
し

た
。
５
月
の
臨
時
議
会
で
新
た
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
議
員
を
含
め
、
議
会

改
革
特
別
委
員
会
を
改
め
て
編
成
い
た
し
ま
し
た
。
議
会
改
革
特
別
委
員

会
の
主
な
取
り
組
み
と
し
ま
し
て
は
、
議
会
基
本
条
例
の
さ
ら
な
る
検
証

に
つ
い
て
。
女
性
議
員
及
び
若
い
世
代
を
含
む
議
員
の
な
り
手
不
足
の
解

消
に
つ
い
て
。オ
ン
ラ
イ
ン
等
の
市
議
会
へ
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
導
入
に
つ
い
て
。

さ
ら
に
議
会
改
革
の
主
た
る
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
議
員
定
数
の
適

正
化
の
検
証
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、

平
成
11
年
に
定
数
26
名
か
ら
２
名
削
減
し
24
名
に
し
、
平
成
15
年
に
は
定

数
24
名
か
ら
２
名
削
減
し
22
名
に
、
そ
し
て
平
成
19
年
に
は
定
数
22
名
か

ら
一
挙
に
４
名
削
減
し
18
名
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

土
岐
市
の
人
口
は
平
成
８
年
に
６
６
，
６
２
１
人
を
ピ
ー
ク
に
年
々
減
少

の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
ま
す
。
土
岐
市
議
会
で
は
人
口
減
少
下
に
お
け

る
市
議
会
議
員
の
適
正
な
議
員
数
に
つ
い
て
、
平
成
28
年
度
か
ら
各
種
要

件
を
鑑
み
慎
重
に
調
査
・
研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
平
成
30

年
度
時
点
に
お
い
て
議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
土
岐
市
の
人
口
が
５
５
，

０
０
０
人
を
切
っ
た
時
点
で
、
改
め
て
検
討
す
る
と
結
論
付
け
さ
れ
ま
し

た
。
今
年
の
３
月
31
日
現
在
の
土
岐
市
の
人
口
が
５
４
，６
８
０
人
ま
で

減
少
し
５
５
，０
０
０
人
を
切
っ
た
た
め
、
平
成
30
年
度
の
議
会
改
革
特

別
委
員
会
の
申
し
送
り
を
踏
ま
え
、
土
岐
市
議
会
の
議
員
定
数
の
適
正
化

に
つ
い
て
、
引
き
続
き
議
会
改
革
特
別
委
員
会
で
調
査
・
研
究
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

（
令
和
５
年
度　
議
会
改
革
特
別
委
員
会
委
員
長　
小
栗
恒
雄
）

議
会
改
革
特
別
委
員
会
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政務活動費とは、議員の調査研究活動に必要な経費の一部として、各会派（所属議員が１人の場合を
含む）に交付されるものです。

各会派は、毎年、領収書を添付した収支報告書を議長に提出しています。
残額（返還額）がある場合には、市に返還しています。
ホームページにて、領収書を公開し、透明性を図っています。

■交付額　議員1人当たり年額最大150,000円（月額12,500円×12か月）

令和5年度 政務活動費収支報告について

■令和5年度　各会派の政務活動費収支報告
【交付対象期間　令和5年4月】

■令和5年度　各会派の政務活動費収支報告
【交付対象期間　令和5年5月～令和6年3月】

内訳

会派名

交付額
（人数）

費目別集計

合　計
（執行率）

会派
負担額

返納額
（残余金）研究

研修費
調査旅費

資料
作成費

資料
購入費

広報費 広聴費
要請・陳情
活動費

会議費
その他の
経費

市民ライフ
12,500
1人

0 0 0 22,000 0 0 0 0 0
22,000
（100%）

9,500 0

（単位　円）

内訳

会派名

交付額
（人数）

費目別集計

合　計
（執行率）

会派
負担額

返納額
（残余金）研究

研修費
調査旅費

資料
作成費

資料
購入費

広報費 広聴費
要請・陳情
活動費

会議費
その他の
経費

新世クラブ
1,650,000
12人

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

（0%）
0 1,650,000

公明党
275,000
2人

61,250 0 0 3,240 0 0 0 0 0
64,490

（23.5%）
0 210,510

かけはし
みんなの声

137,500
1人

0 22,520 0 17,068 0 0 0 0 0
39,588

（28.8%）
0 97,912

市民ライフ
137,500
1人

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

（0%）
0 137,500

ききょうクラブ
137,500
1人

77,394 0 0 0 0 0 0 0 0
77,394

（56.3%）
0 60,106

日本共産党
137,500
1人

0 0 0 33,102 132,132 0 0 0 0
165,234
（100％）

27,734 0

（単位　円）

2024年6月15日
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会
派
が
行
う
各
種
会
議
、
団
体
等
が
開
催
す
る
意
見
交
換
会
等
各
種
会
議
へ

の
会
派
と
し
て
の
参
加
に
要
す
る
経
費

（
会
場
費
、
資
料
作
成
費
）

会
　
議
　
費

会
派
が
要
請
・
陳
情
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費

（
交
通
費
等
）

要
請・陳
情
活
動
費

会
派
が
住
民
か
ら
の
市
政
及
び
会
派
の
政
策
等
に
対
す
る
要
望
、
意
見
を
聴

取
す
る
た
め
の
会
議
等
に
要
す
る
経
費

（
会
場
費
、
印
刷
費
、
茶
菓
子
代
等
）

広
　
聴
　
費

会
派
が
調
査
研
究
活
動
、
議
会
活
動
及
び
市
の
政
策
に
つ
い
て
住
民
に
報
告

し
、
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費

（
広
報
紙
作
成
費
、
報
告
書
印
刷
費
、
送
料
、
会
場
費
等
）

広
　
報
　
費

会
派
が
行
う
調
査
研
究
活
動
の
た
め
に
必
要
な
図
書
、
資
料
等
の
購
入
に
要

す
る
経
費

（
書
籍
購
入
費
等
）

資
料
購
入
費

会
派
が
行
う
調
査
研
究
活
動
の
た
め
に
必
要
な
資
料
の
作
成
に
要
す
る
経
費

（
印
刷
製
本
費
、
翻
訳
料
、
リ
ー
ス
代
等
）

資
料
作
成
費

会
派
が
行
う
調
査
研
究
の
た
め
に
必
要
な
先
進
地
調
査
ま
た
は
現
地
調
査
に

要
す
る
経
費

（
交
通
費
、
旅
費
、
宿
泊
費
等
）

調
査
旅
費

会
派
が
研
究
会
・
研
修
会
を
開
催
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
ま
た
は
会
派
が

他
の
団
体
の
開
催
す
る
研
究
会
・
研
修
会
に
参
加
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費

（
会
場
費
、講
師
謝
金
、出
席
者
負
担
金・会
費
、交
通
費
、旅
費
、宿
泊
費
等
）

研
究
研
修
費

左
記
以
外
の
経
費
で
会
派
の
行
う
調
査
研
究
活
動
に
必
要
な
経
費

（
謝
礼
金
、
消
耗
品
費
等
）

そ
の
他
の
経
費

◆使途基準の説明◆

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
本会議　初日
（議案提案説明）

9 10 11 12 13 14 15
本会議　2日目

（質疑・委員会付託・一般質問）
16 17 18 19 20 21 22

本会議　3日目
（一般質問）

本会議　4日目
（一般質問）

民生常任
委員会

総務常任
委員会

23 24 25 26 27 28 29
本会議　最終日
（委員長報告　質疑・討論・採決）

30

6月定例会（予定）� ※午前９時�開会予定（変更の場合あり)

27

土 岐 市 議 会 だ よ り



昨年コロナ感染症が５類に移行され１年が過ぎ、各種行事やイベントそして小中学校卒業式、入学式な
どコロナ禍以前の通常の開催に戻りつつ、我々議会人も参加させて頂き、人とのふれあいと賑わいを取り
戻し始めていると感じ大変うれしい限りです。
この度、議会だより編集委員会を広報広聴特別委員会に統合し、特別委員会内の組織として議会だより
編集部会を設置しました。
これは議会だよりも広報活動であり紙面を今まで以上に充実させ、もっと市民の皆さんに議会を身近に
感じて頂くためです。広報広聴特別委員会一同様々な取り組みをして行くために市民の皆さんにも今まで
以上にご協力頂き、そして温かい見守りを頂きますようお願いいたします。
� （文責：北谷　峰二）

編集後記

議会だより編集部会  �������������������������������������
　部会長：北谷峰二　　副部会長：安藤勝彦
　　　　　西尾隆久　鈴木正義　水野哲男　小関篤司　大久保一夫　渡邉豪　伊藤公男

会派の紹介　　※○代表者

新世クラブ

西尾　隆久 加藤　淳一○杉浦　司美

○北谷　峰二

ききょうクラブ

公明党

渡邉　豪木股　英明 安藤　勝彦

○水石　玲子

○塚本　俊一

かけはしみんなの声

安藤　学

後藤　正樹 山内　健 大久保一夫

水野　哲男鈴木　正義

伊藤　公男

○小栗　恒雄

市民ライフ

○小関　篤司

日本共産党

2024年6月15日
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